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三

衆

議
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議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
競
技
会
場
等
に
木
材
を
使
用
す
る
事

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
競
技
会
場
等
に
木
材
を
使
用
す

る
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
三
十
二
年
に
東
京
都
で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
第
三
十
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
第
十
六
回
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
（
以
下
「
東
京
大
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
の
た
め
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
整
備
す
る
競
技
会
場
等
の
施

設
の
う
ち
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
に
当
た
る
も
の
は
、
公

共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
共
建
築
物
に
該
当
す
る
。

二
に
つ
い
て

東
京
大
会
の
主
要
施
設
の
整
備
に
木
材
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
国
内
外
の
多
く
の
方
に
対
し
、
木
と
触
れ
合
い
、
木
の
良

さ
を
実
感
す
る
機
会
を
幅
広
く
提
供
し
、
木
材
の
特
性
や
木
材
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
の
理
解
の
醸
成
を
効
果
的
に
図
る

こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
等
の
一
般
建
築
物
の
建
築
材
料
、
建
築
物
以
外
の
工
作
物
の
資
材
、
各
種
製
品
の
原
材

一



料
等
と
し
て
の
木
材
の
利
用
を
拡
大
し
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
循
環
型
社
会
の
形
成
、
森
林
の
有
す
る
国
土
の
保
全
、
水

源
の
か
ん
養
そ
の
他
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
及
び
山
村
そ
の
他
の
地
域
の
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

東
京
大
会
の
競
技
会
場
と
し
て
の
使
用
が
予
定
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
国
が
事
業
主
体
と
な
り
建
設
す
る
施
設
は
な

い
が
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
が
事
業
主
体
と
な
り
国
立
霞
ヶ
丘
競
技
場
陸
上
競
技
場
を
改
築
す
る

予
定
が
あ
る
。

同
競
技
場
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
法
第
五
条
に
基
づ
き
、

木
材
の
利
用
に
努
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
建
設
に
要
す
る
費
用
は
も
と
よ
り
、
維
持
管
理
及
び
解
体
又
は
廃
棄
に
要
す
る
費

用
、
さ
ら
に
は
付
加
価
値
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
と
も
に
、
主
要
構
造
部
及
び
内
外
装
の
建
築
材
料
並
び
に
調
度
品
の

原
材
料
ご
と
に
、
建
築
基
準
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
並
び
に
整
備
さ
れ
る
設
備
の
性
格
及
び
利
用
形
態
を
考
慮
し
つ
つ
検

討
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
利
用
す
る
木
材
の
数
量
は
、
実
施
設
計
段
階
で
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

法
第
四
条
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
の
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
木
材
の

二



利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
整
備
す
る
公
共
建
築
物
に
お
け
る

木
材
の
利
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
京
大
会
の
開
催
の
た
め
に
施
設
を
整
備
す
る

地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
整
備
す
る
施
設
に
お
い
て
木
材
の
利
用
に
努
め
る
よ
う
促
す
と
と
も
に
、
政
府
と
し
て
必
要
な
助

言
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


